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雇
用
促
進
住
宅
の
今
後
に
お
け
る
方
向
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書

雇
用
促
進
住
宅
は
、
本
来
雇
用
保
険
法
に
よ
る
雇
用
福
祉
事
業
と
し
て
、
保
険
料
を
財
源
に
、
中
小
企
業
の
勤
労
者
の
社
宅

の
代
替
住
宅
で
あ
っ
た
が
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
、
地
域
・
産
業
間
の
労
働
力
の
移
動
を
図
る
た
め
、
移
動
就
職
者
用
の
宿

舎
と
し
て
、
そ
の
求
め
ら
れ
る
役
割
も
変
化
し
て
き
た
。
平
成
十
一
年
度
か
ら
は
じ
ま
っ
た
政
府
の
特
殊
法
人
整
理
合
理
化
の

推
進
に
よ
り
、
雇
用
促
進
住
宅
の
供
給
も
中
止
、
譲
渡
す
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
が
、
自
公
政
権
時
の
平
成
二
十
年
、
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
経
済
危
機
に
よ
り
、
派
遣
労
働
者
の
解
雇
な
ど
の
た
め
に
住
宅
を
喪
失
す
る
、
い
わ
ゆ
る
非
正
規
労
働

者
が
急
増
し
、
「
生
活
防
衛
の
た
め
の
緊
急
対
策
」
と
し
て
、
廃
止
決
定
し
て
い
な
い
同
住
宅
を
最
大
限
活
用
し
、
そ
の
提
供

に
努
め
て
き
た
。

現
下
の
厳
し
い
雇
用
環
境
、
経
済
情
勢
を
鑑
み
る
時
、
同
住
宅
は
、
本
来
国
民
の
雇
用
保
険
財
源
に
よ
り
長
年
整
備
し
て
き

た
大
切
な
資
産
で
あ
り
、
原
点
に
立
ち
返
り
、
地
域
の
低
所
得
勤
労
者
、
経
済
的
弱
者
向
け
と
し
て
の
公
的
役
割
が
な
お
必
要

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

同
住
宅
は
、
本
年
三
月
時
点
に
お
い
て
、
住
居
戸
数
十
三
万
二
千
四
百
九
十
戸
、
入
居
戸
数
七
万
八
千
六
百
六
戸
で
入
居

一



率
五
十
九
・
三
％
と
把
握
し
て
い
る
が
、
年
齢
別
の
入
居
率
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

二

一
に
関
連
し
、
空
戸
数
に
つ
い
て
、
災
害
時
に
お
い
て
緊
急
避
難
先
や
仮
設
住
宅
な
ど
に
活
用
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
今

後
ど
の
よ
う
な
活
用
を
し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

同
住
宅
に
お
い
て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
未
設
置
で
あ
り
、
階
数
を
加
算
す
る
ご
と
に
家
賃
が
割
高
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
身
体

弱
者
で
あ
る
高
齢
者
ほ
ど
上
層
階
に
入
居
し
て
い
る
と
い
う
声
を
聞
く
。
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い

く
の
か
示
さ
れ
た
い
。

四

平
成
二
十
年
、
解
雇
さ
れ
た
非
正
規
労
働
者
へ
の
住
宅
確
保
と
し
て
、
廃
止
が
決
ま
っ
て
い
な
い
同
住
宅
を
開
放
し
て
き

た
が
、
依
然
厳
し
い
現
下
の
雇
用
環
境
状
況
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

現
在
、
同
住
宅
は
廃
止
を
延
期
し
て
い
る
が
、
今
後
い
つ
ま
で
に
事
業
方
針
を
決
め
る
の
か
。
ま
た
地
方
自
治
体
へ
の
譲

渡
の
進
捗
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。

六

五
に
関
連
し
、
譲
渡
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
、
入
居
者
希
望
数
が
少
な
い
状
況
と
聞
く
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
支
援
し
て

い
く
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


